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26日 12:45～13:15受付 津田保健センター 平成29年12月生まれ木

●３～４カ月児健診(津田保健センター)

10日 12:30～13:00受付 津田保健センター 平成28年9月生まれ火

●１歳６カ月児健診(津田保健センター)

19日 12:30～13:00受付 津田保健センター 平成26年9月生まれ木

●３歳児健診(津田保健センター)

16日 9:30～11:00 津田保健センター 乳幼児・妊産婦希望者月

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

平成27年9月生まれ市内委託医療機関にて受診4月

●２歳児歯科健診

保
健
だ
よ
り

月4

【問】国保･健康課（長尾支所2階）　☎（0879）52-2518
【問】国保・健康課　☎（0879）52-2514

【問】子育て支援課　☎（0879）52-2517

小学1年生になるお子様は 子ども医療の登録手続きが必要です
小学校に入学されるお子様の医療費について、現在ご利用の乳幼児医療費助成は平成30年3月31日を

もって受給期間が終了します。
平成30年4月1日以降の医療費助成については、新たに子ども医療費助成の事前登録が必要となります。

■対象となるお子様
次の①から③をすべて満たすお子様が対象です。
①小学1年生～中学3年生
②さぬき市に住民票がある。
③健康保険に加入している。
※ひとり親家庭等医療費助成や重度心身障害者等医療費助成を受けているお子様、生活保護受給中のお子

様は、それらの助成が優先されるため、この助成の対象となりません。

「医療費のお知らせ」の送付時期の変更について
現在、「医療費のお知らせ」（医療費通知）は年6回、２ヵ月ごとに皆さんに送付していますが、平成30年度から年2回の送付に変

更となります。

香川県聴覚障害者福祉センターが、初めて手話を学ぶ方、手話経験が1年未満の方を対象に手話奉仕員養成講座を次のとおり開
催します。

「医療費のお知らせ」の記載内容の変更について
平成29年度税制改正により、医療費の明細書として、医療費通知を活用できることとされました。（国税庁の定める条件を満た

している場合のみ）
このことにより、平成30年4月以降の「医療費のお知らせ」に被保険者等が支払った医療費の額（自己負担相当額）を記載する

ようになります。

新たに対象となるお子様については、市内の保育所
（園）・公立幼稚園からお手紙を配布しています。（それ
以外の方については郵送でお送りします。）
お手紙をご確認のうえ、登録手続きをお願いします。

年金手帳､年金証書､印鑑等をお持ちください｡
（代理人がお越しになる場合は委任状が必要と
なる場合があります）

＊予約制ですので､事前に高松東年金事務所ま
でご連絡ください｡

　これまでの年金事務所からの出張年金相談に
加え、あらたに街角の年金相談センターの年金
相談がはじまります。
　街角の年金相談センターの年金相談は、予約
が不要ですので、お気軽にお越しください。

運転免許証等の本人確認書類、基礎年金番号がわかる年金
手帳、年金証書、印鑑等をお持ちください。

（代理人がお越しになる場合は委任状と委任状に押印した
印鑑が必要となります）

4月17日（火）　10：00 ～ 15：00　　
長尾支所1階東小会議室

年金事務所の出張年金相談（予約制）

【問･申】
高松東年金事務所お客様相談室

（平日8：30～17：15）　☎（087）861-3866

【問】
街角の年金相談センター高松オフィス（平日8：30～17：15）

☎（087）811－6020

【年金相談の日程が増えます！】
年金相談（予約不要）

街角の年金相談センターの年金相談（予約不要）

3月22日（木）　10：00～15：00
　　　市役所本庁附属棟多目的室

4月24日（火）　10：00～15：00
　　　 寒川公民館1階第3会議室

年金相談（予約制）年金相談（予約制）年金相談（予約制）年金相談（予約制）

国民健康保険の被保険者の皆さまへ

「医療費のお知らせ」の内容が変わります

（変更前）　年6回（2・4・6・8・10・12月）に送付
（変更後） 送付時期

1月
7月

送付内容
5月～ 10月診療分
11月～ 4月診療分

2018年度手話奉仕員養成講座「入門編」

● 受講資格
義務教育を修了している方。
講座および手話サークル体験・聴覚障害者協会行事に参加で
きる方。

● カリキュラム（厚生労働省対応）
手話奉仕員養成カリキュラム「入門編」
① カリキュラムのうち出席率70％以上
② 手話サークル体験参加5回以上（講座期間中～年度末）
③ 聴障協会関連行事参加3回以上（講座期間中～年度末）
上記を全てクリアされると「入門編」修了となります。
入門編修了後に「基礎編」（2019年5月～2020年2月）を受
講することができます。

● 受講定員　40名
※定員を超えた場合は、抽選にて受講者を決定します。

● 受講料　無料
※ただし、テキスト代3,240円・補助教材費1,080円（実費）

が必要です。
● 開催日程および会場
 （天候や会場の都合により、日程を変更することがあります。）

【高松会場】 基本毎週土曜日（祝祭日を除く）
  14：00 ～16：00
  2018年5月26日～ 2019年2月2日　全22回
  香川県社会福祉総合センター

【東讃会場】 基本毎週土曜日（祝祭日を除く）
  9：45 ～11：45
  2018年5月26日～ 2019年2月2日　全22回
  東かがわ市交流プラザ
※小豆島会場もあります。

● 申込締切　2018年4月27日（金）消印有効

【問・申】 受講ご希望の方は、往復はがきにてお申込みください。
 ・ 往信面に ①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④電話番号およびFAX番号 ⑤受講希望会場（第1希望・第2希望）
 ・ 返信面の宛名欄にも住所・氏名をご記入のうえ、下記までお送りください。
 〒761-8074　高松市太田上町405-1　香川県聴覚障害者福祉センター「手話奉仕員養成講座入門編」係
 ☎（087）868-9200　FAX（087）868-9201

※初回の平成30年7月作成分については、5 ヶ月分（平成29年12月診
療分～平成30年4月診療分）の記載になります。（平成30年2月送付
分にて平成29年11月診療分までを記載しているため）
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　20
歳
以
上
の
方
は
、学
生
で
あ
っ
て
も
国
民
年
金
に
加
入

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　し
か
し
、学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少
な
い
た
め
、

本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
学
生
納
付
特
例
制
度
」が
あ
り
ま

す
。　対

象
と
な
る
学
生
は
、学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学

（
大
学
院
）、短
期
大
学
、高
等
学
校
、高
等
専
門
学
校
、専
修

学
校
お
よ
び
各
種
学
校（
修
業
年
限
1
年
以
上
で
あ
る
課

程
）、一
部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
方
で
す
。

ま
た
夜
間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
制
課
程
の
方
も
含
ま
れ

ま
す
の
で
、ほ
と
ん
ど
の
学
生
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は
4
月
か
ら
翌
年
3
月
ま

で
と
な
り
ま
す
が
、次
の
年
度
も
在
学
予
定
で
あ
る
場
合
、

4
月
初
旬
に
再
申
請
の
用
紙
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
学
生
で
あ
れ
ば
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
ご
返

送
く
だ
さ
い
。

　ま
た
、学
生
で
な
い
50
歳
未
満
の
方
の
場
合
に
は
、本
人

お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
、国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る「
納
付
猶
予
制
度
」が
あ

り
ま
す
。

　こ
れ
ら
の
制
度
の
申
請
を
行
わ
ず
、保
険
料
を
未
納
の

ま
ま
に
し
て
お
く
と
、不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
が

残
っ
た
場
合
に
、障
害
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

　な
お
、承
認
さ
れ
た
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取

る
た
め
に
必
要
な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す
が
、年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。就
職
な
ど
で
、収
入
が
得
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
場
合
は
、将
来
受
け
取
る
年
金
を
増
額
す
る
た

め
、10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き

る「
追
納
制
度
」を
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。
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年
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ご
存
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で
す
か
？

　「学
生
納
付
特
例
制
度
」と

「
納
付
猶
予
制
度
」


